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別記様式第 4号 

会 議 等 結 果 報 告 書 

会議区分 会 議 ・ 打合せ ・ 協 議 
文書番号 ２４３ 

決裁期日 平成２７年５月２７日 

名 称 第１回放課後事業運営協議会会議 

日 時 平成２７年５月２６日（火）   １６時００分 ～ １７時００分 

場 所 社会教育総合センター 大集会室 

出席者 

委員：稲毛委員長、米澤副委員長、堀内、川村、相馬、佐藤、杉本、瀬田、林  

出席９名（欠席 和田） 

教育委員会：教育長、教育振興課長、川久保主幹、北川主査、月東社会教育指導員、

若林社会教育指導員 

保健福祉課：安井主幹 

内 容 

 運営協議会開催前に放課後クラブの状況を視察、スクールは場所のみ視察 

 

野崎課長進行 

○委嘱状交付・・・委員改選により出席委員９名に教育長より委嘱状を交付。 

○教育長の挨拶、新規の運営協議会委員及び事務局の自己紹介 

○委員長・副委員長選任・・・委員より事務局提案する意見あり、異議なく事務局

より委員長に稲毛委員、副委員長に米澤委員を提案し出席委員全員より承

認される。 

 

委員長の進行により議事開始。 

○報告事項・・・１、２北川主査より報告 

 １ 平成２６年度の事業実績報告について・・・Ｐ２～３ 

 ２ 平成２６年度登録状況について・・・Ｐ４~５ 

以上を報告。質疑無。 

３ 活動状況について 

(1) スクール・・・月東社会教育指導員より報告 

   スクールに来た児童から宿題をしたり、折り紙をして過ごしている。体育

館での遊びはクラブとともに行っているので、指導員の目も行き届いている。

上小は落ち着いているが、西小は人数も多くざわついている。 

   日誌はクラブともに１０日ごとに学校に確認をしていただいている。 

(2) クラブ・・・若林社会教育指導員より報告 

   学校は勉学、家庭はしつけの役割があり、クラブでは甘えの部分が出る児 

 



内 容 

   童がいるが、放任しておけないので適宜指導している。 

体育館でのチャレンジタイムはメインルームに残って個別に過ごすこと

なく全体行動としている。はじめは嫌々ながら体育館で遊びに加わらなか

った児童も、今では全員が体育館に移動し運動遊びをするようになった。 

    一日の流れで各学年がそろう時間に全体指導や学習時間を設け、先に宿

題等終了した児童も他の児童の妨げにならないよう折り紙など静かに時間

まで過ごしている。 

特別支援の児童は１対１の対応が必要な児童もいるため難しいが、児童

も指導員もようやく慣れてきたところである。 

(3) 視察での所見 

・堀内委員 

   活動日誌を見ると日々の状況や大変さもわかる。１か月ごとに確認してい

たが今月から１０日ごとに回付されタイムリーな情報が得られる。他の小学

校の児童についても記載があるため、情報を流していくとよいのではないか。 

・川村委員 

   クラブ利用児童のバス移動で、低学年児童は出欠の把握やバスの乗車に支

障をきたしているので、クラブ指導員がスクールバスに同乗し迎えに来るか、

教育委員会で対応をしてもらいたい。 

・相馬教頭 

   東中小のバス移動は４年生の利用児童が１年生を連れて行ってくれる。１

年生は出欠を把握していないので出席表で確認している。何かあったら連絡

をもらいたいので、日誌に東中児童の記載があれば流してもらいたい。 

・林委員 

   以前はスクールで全員活動を強制されたので指導方法を考えてもらいたか

った。視察時、部屋が暑かったので窓を開けるなど状況に応じた対応をして

ほしい。 

・杉本委員 

   予定表を見るといろいろなプログラムがあり対応が大変だろうと感じる。 

・瀬田委員 

   日課表がありよかったので、スクールも同じくした方が良い。人数が多く

体育館での指導も大変だろうが、怪我も報告にあるので十分に配慮願う。 

・佐藤委員 

   クラブに明確なきまりが掲示されており、スクールも同様にした方がよい。

大変良い方向に進んでいるが、現時点での課題は何か。 

 

   以上、各委員から発言があった。意見の中で要請や課題について川久保主

幹より回答があった。 

・川久保主幹 

   西小学校からクラブへのバス移動ではご協力とともにご苦労されているこ

とは承知している。クラブのバス移動は他のスクールバス通学の児童ととも

に下校指導の一環として今後もご協力願いたい。４月より約２か月たち、児



童も少しずつ慣れてきたところなので、６月からは出欠の把握やバス乗車に

ついても家庭で指導していただくよう周知するので、学校でも児童が自主性

を持つよう見守っていただきたい。 

   現時点の課題については、スクールバスで子どもたちの移動(特に西小)と

特別支援児童への対応がある。 

 

４ その他 

次回運営協議会の開催について 

次回は９月又は１０月中の開催予定しており、近くなったら会議開催案内を

行うことを説明。 

 

全体を通して質疑・意見なく終了した。 

 


